
◆掲示できる場所 

政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。 

※事務所と道路を隔てた反対側や事務所から相当離れた場所、事務所として実態のないような場所（空き地、 

駐車場、農地、道路端）又は公共の場所（ガードレール等）に掲示することは禁止されています。 

 

 
 

 

 

後援会連絡所

【例図】
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看板を２枚つなげて

掲示はできません。

一つの事務所に２枚まで掲示す

ることができます。

事務所敷地に隣接していても田

畑等は事務所ではないため掲示
できません。
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道路を挟んで向かい側は事務所

ではないため掲示できません。

事務所の敷地内であれば、塀や

壁に掲示することはできます。

倉庫等、事務所として実態がない

所には掲示できません。

所有者の許可があっても、事務所

として実態がない所には掲示でき
ません。

×


